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（仮称）川越市地区街づくり推進条例（素案）の概要 

 

 

１ 目 的 
 

この条例は、市民による自主的かつ自立的な地区街づくりを推進するための措置を

講ずるとともに、市長による街づくり重点地区の指定に関し必要な事項を定めること

により、地区の特性を生かした個性的で魅力ある街づくりの推進を図り、もって市民

生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とします。 

 

２ 地区街づくりの定義 
 

地区の特性を生かした個性的で魅力ある街の実現のために行う活動であって、適正

かつ合理的な土地利用の促進、良好な景観の形成又は風致の維持、地区の防災、安全、

衛生その他の生活環境に関する機能の保持又は増進、地区住民又は来訪者の利便の増

進等を図ることを目的として行われるものです。 

 

 

  

  

 

 
 

            

 

 

 

 
                     

  

         

 

   
                   

                      

 

 

 
 

 

 

 

適正かつ合理的な 

土地利用促進 

良好な景観の形成、 

風致の維持・向上 

防災安全等の 

生活環境保持増進 

広場・植栽等の自主的管理などエリアの 

魅力を高める活動 

土地区画整理事業等の 

基盤整備の促進 

地区街づくりのイメージ 

建物の用途・高さ・壁面の位置など 勉強会、準備組合の設立など 

建物の色彩・デザイン・緑化 など オープンスペースの確保、 

生け垣など 

美化活動、フリーマーケットなど 

地区の特性を生かした個

性的で魅力ある街を実現

するための活動 

地区街づくり 
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３ 地区街づくり協議会について 
 

⑴ 地区街づくり協議会の登録 

市内の一団の区域内で地区街づくりを推進しようとする者は、共同で地区街づく

り活動を行う団体を組織し、地区街づくり協議会（協議会）として、市長の登録を

受けることができます。 

 

 

    

    

 

⑵ 地区街づくり計画の作成及び認定 

① 協議会は、次に掲げる事項を記載した地区街づくり計画を作成し、市長の認定

を申請することができます。 

ア 名称、区域、目標及び有効期間 

   イ 適正かつ合理的な土地利用、良好な景観の形成又は風致の維持向上、地区の

生活環境の保持増進、公園・広場等の一体的な整備及び管理その他の地区住民

又は来訪者の利便の増進、土地区画整理事業等の実施等に関する事項 

   ウ イに関し、計画区域内の住民、土地所有者等及び建築行為等を行おうとする

者が遵守すべき地区街づくりルール 

② 市長は、申請があった地区街づくり計画が認定基準に適合するものと認められ

るときは、川越市都市計画審議会の意見を聴いた上、その認定をします。 

    

（主な認定基準） 

・川越市総合計画、都市計画法第１８条の２第１項の規定に基づく本市の都市計画に関する 

基本的な方針その他の市のまちづくりに関する方針に適合していること。 

・地区の特性を生かした個性的で魅力ある街づくりに寄与するものであること。 

・計画区域内の住民の多数の支持を受けていること。 

        ・周辺環境との調和に配慮されていること。 

    ・地区住民による自主的かつ自立的なものであること。 

 

 

 

 

 

 

・協議会が、市から地区街づくりの円滑な推進に必要な情報の提供、助言、専門

家の派遣等の措置を受けることについて検討しています。 

効 果 
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 地区住民が主体となって、協議会を組織し、地区の特性を生かした柔軟性のあるルール（地

区街づくり計画）を作り、地区街づくりを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区街づくり計

画の策定・認定 

 

地区街づくりへの

きっかけづくり 

きっか

地区街づくりの 

グループづくり 

 

地区街づくり 

協議会を組織 

 

地
区
街
づ
く
り
計
画
の
実
践 

①発案期 

③検討期 

②育成期 

④実践期 

身近な街の

魅力や課題

を探そう 

興味を持ち始め 

た個人・グループ

に対し呼びかけ、

輪を広げよう 

 

地区街づくり計画策

定を具体化するため

の検討をしよう 

市の支援など 

（③検討期） 

○情報提供 

○専門家の派遣 

○活動費助成 

 

市の支援など 

（②育成期） 

○情報提供 

○相談受付 

○出張講座、 

勉強会 

市の支援など 

（①発案期） 

○情報提供 

○相談受付 

○  

地区計画制度の活用 

地区住民主体の街づくりの流れ（イメージ） 

 

・認定計画に係る協議会（認定協議会）が、住民、土地所有者、事業者等に対し、

地区街づくりルールとの適合について協議を求めることができ、その協議が調

うよう、市長に対し、専門家の派遣などの必要な協力を要請できるよう検討し

ています。 

・計画に都市公園で継続的なイベントなどの催しを行う旨を記載し、認定を受 

けることにより、都市公園の一時使用が行いやすくなる措置を検討しています。 

・市長が、必要に応じて、認定計画の計画区域の全部又は一部を届出対象区域と

して指定し、建築行為等の届出を義務づけ、届出基準に適合しない場合には、

必要な勧告等をすることについて検討しています。 

・認定協議会による地区街づくりは、内容に応じて川越市都市計画マスタープラ

ンや市が定める都市計画に反映され、地区計画等へのステップアップにつなが

っていきます。 

 

効 果 
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４ 街づくり重点地区について 
 

⑴ 街づくり重点地区の指定 

市長は、市、地区住民及び事業者がそれぞれの適切な役割分担の下、重点的に市

街地の整備又は良好な都市環境の形成を促進する必要があると認められる地区を

街づくり重点地区（重点地区）として指定し、次に掲げる事項のうち必要なものを

定めた地区整備方針を定めることができることとします。 

  ① 名称及び区域 

  ② 適正かつ合理的な土地利用の促進に関する事項 

 ③ 基幹的な公共施設の整備その他の市街地の整備に関する事項 

 ④ 拠点施設（※）の立地の促進に関する事項 

   ※拠点施設とは、工場、流通業務施設、研究開発施設、医療施設、教育施設その他の都市生活及

び都市活動の拠点となる施設です。 

 ⑤ 附置駐車施設特例区域の位置に関する事項（必要に応じて） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 地区街づくり推進法人の指定 

 市長は、地区住民及び市と協働して地区街づくりを推進しようとする法人を、

その申請により、重点地区ごとに地区街づくり推進法人（推進法人）として指定

し、監督等をすることができることとします。 

 市長と推進法人の間で、整備すべき公共施設（道路、公園など）の水準に関す

る協定を締結することができるものとします。 

 

（推進法人の業務） 

 ・住民の理解と関心を深め、住民参加を促進すること 

 ・協議会の活動を支援すること 

 ・協議会による地区街づくり計画の作成を支援すること 

 

 

・重点地区における、市街地の整備や都市環境の改善の促進に関するビジョンが

明確になり、住民、事業者、市の協働によるまちづくりが促進されます。 

・地区整備方針に附置駐車施設特例区域が定められているときは、川越市におけ

る建築物に附置すべき駐車施設に関する条例に基づく駐車施設の附置義務を

緩和する措置を検討しています。 

 

効 果 
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重点的に市街地の整備又は良好な都市環境の形成を促進する必要がある地区を

重点地区として市が指定して、市と住民等が協働で街づくりを実施します。 

 

 

市長が指定        市長が登録        市長が認定 

  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

市街地整

備事業の

実 施 等 

市 

 

協 議 会 市 

協議会 

 

市 

協議会 

協働 

推進法人 推進法人 

実施 

街づくり 

重点地区 

地区街づくり 

協 議 会 

地区街づくり 

計 画 

市が積極的に街づくりに関わる流れ（イメージ） 

 

・指定、監督等により、良好な地区街づくりに貢献する推進法人の信用が向上し

ます。 

・推進法人から地区整備方針に定められた拠点施設の立地に関し都市計画法等に

よる手続き等を求められたときは、その立地の促進が図られるよう適切な配慮

をするものとすることを検討しています。 

・市と推進法人の間の協定により、望ましい公共施設の整備を誘導できます。 

 

効 果 
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５ 地区計画等の案の作成手続  
 

住民又は土地所有者等は、地区計画等の種類、位置、名称、区域及び内容を記載し

た書面により、地区計画等の素案を市長に申し出ることができます。 

市長が地区計画等の案を作成した場合は、作成した案について、説明会の開催や意

見等の聴取を行うとともに、縦覧を行います。 

 

６ 都市計画の決定等の提案手続 
 

認定計画に係る協議会と推進法人は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため

の土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画等（市が決定する都市

計画に限る）について提案することができます。 

・計画の提案を行おうとする者は、あらかじめ作成した都市計画の素案を説明会の開

催などの方法で利害関係者に説明することとします。 

・市長は、計画提案を受けた場合、提案された都市計画の素案などを公表して市民の

意見を求め、土地の区域の設定、周辺の都市計画との調和、適切な説明会の開催な

どの実施、提案区域内の地区街づくり計画との調和などを踏まえて、都市計画の案

を作成するか判断します。 

 

７ 施行予定日について  
 

平成２６年４月１日 


